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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　函体内に半透膜を収容し、該半透膜を介して血液を透析液に接触せしめて透析し、また
濾過して、血液を浄化するようにした血液浄化器と、該血液浄化器に血液を流通せしめる
ための血液流路と、該血液浄化器に透析液を供給する透析液の供給流路と、該血液浄化器
から透析液を排出せしめる透析液の排出流路と、それら透析液供給流路と血液流路とを接
続する置換液供給流路上に設けられた置換液浄化手段と置換液送液手段とによって、該透
析液供給流路から導かれる所定量の透析液を浄化せしめて、置換液として該血液流路に給
送する置換液供給機構と、前記透析液の供給流路及び排出流路上に設けられ、透析液の該
供給流路における入口流量と該排出流路における出口流量とが同一となるように調節する
一方、該排出流路に設けられた除水ポンプの吐出量が体内よりの除水量となるように構成
した透析液の流入及び流出量調節機構とを含む血液透析濾過装置において、
　前記透析液の流入及び流出量調節機構における前記透析液供給流路への透析液の入口流
量と、前記置換液供給流路上に設けられた前記置換液送液手段における置換液としての透
析液の吐出量との差が、０～２００ｍＬ／分まで低下するように、前記血液浄化器への透
析液の供給量を調節する制御装置を設け、少なくとも前記置換液送液手段の駆動による置
換液の供給を続行せしめつつ、かかる制御装置によって、前記透析液の入口流量を前記置
換液送液手段における吐出量に近付けるように変化せしめて、前記血液浄化器への前記透
析液供給流路を通じての透析液の供給量を低減することにより、前記血液浄化器における
血液透析作用を低下させて、該血液浄化器において主として血液濾過操作が進行せしめら
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れ得るようにしたことを特徴とする血液透析濾過装置。
【請求項２】
　前記透析液の流入及び流出量調節機構は、前記透析液供給流路における透析液の流量と
前記透析液排出流路における透析液の流量とを同一と為す流量同一化機構と、該透析液供
給流路に透析液を送液せしめる透析液送液ポンプ手段と、該透析液排出流路に対して設け
られた除水ポンプとを含んで構成されており、該透析液送液ポンプ手段が、前記制御装置
にて制御せしめられることによって、透析液供給流路に送液される透析液量が制御される
ようになっている請求項１に記載の血液透析濾過装置。
【請求項３】
　前記透析液の流入及び流出量調節機構は、前記透析液供給流路における透析液の流量と
前記透析液排出流路における透析液の流量とを同一化すると共に、少なくとも該透析液供
給流路に透析液を送液せしめる流量同一化・送液ポンプ機構と、該透析液排出流路に対し
て設けられた除水ポンプとを含んで構成されており、該流量同一化・送液ポンプ機構が、
前記制御装置にて制御せしめられることによって、透析液供給流路に送液される透析液量
が制御されるようになっている請求項１に記載の血液透析濾過装置。
【請求項４】
　前記制御装置による、前記透析液供給流路への透析液の入口流量と前記血液流路への置
換液としての透析液の吐出量との差の制御を、患者の血圧及び／又は症状についての情報
に基づいて、自動的に行なう機構を備えた請求項１乃至請求項３の何れか一つに記載の血
液透析濾過装置。
【請求項５】
　前記制御装置による、前記透析液供給流路への透析液の入口流量と前記血液流路への置
換液としての透析液の吐出量との差の制御を、蓄積された患者の過去の透析中における血
圧及び／又は症状に関する情報に基づいて、時系列的に且つ自動的に行なう機構を備えた
請求項１乃至請求項３の何れか一つに記載の血液透析濾過装置。
【請求項６】
　函体内に半透膜を収容し、該半透膜を介して血液を透析液に接触せしめて透析し、また
濾過して、血液を浄化するようにした血液浄化器と、該血液浄化器に血液を流通せしめる
ための血液流路と、該血液浄化器に透析液を供給する透析液の供給流路と、該血液浄化器
から透析液を排出せしめる透析液の排出流路と、それら透析液供給流路と血液流路とを接
続する置換液供給流路と該置換液供給流路上に設けられた置換液浄化手段と置換液送液手
段とからなる、該透析液供給流路から導かれる所定量の透析液を浄化せしめて置換液とし
て該血液流路に給送する置換液供給機構と、前記透析液の供給流路及び排出流路上に設け
られ、透析液の該供給流路における入口流量と該排出流路における出口流量とを同時に調
節し、その差を体内よりの除水量と等しくする透析液の流入及び流出量調節機構とを含む
血液透析濾過装置にして、前記透析液の流入及び流出量調節機構における前記透析液供給
流路への透析液の入口流量と、前記置換液供給流路上に設けられた前記置換液送液手段に
おける置換液としての透析液の吐出量との差を調節する制御装置を設け、かかる制御装置
によって、前記血液浄化器における血液透析作用と血液濾過作用の比率を変化させ得るよ
うにしたものにおいて、
　複数の患者の個別の血液透析濾過操作のために、前記血液浄化器の複数が配置されて、
それら複数の血液浄化器に対して、前記血液流路及び前記透析液供給流路、透析液排出流
路がそれぞれ設けられてなると共に、それぞれの血液浄化器における血液流路と透析液供
給流路とを接続する置換液供給流路が各血液浄化器毎に設けられ、そしてそれら複数の置
換液供給流路が一つの置換液浄化手段に接続されて、それぞれの置換液供給流路上に設け
られた前記置換液送液手段の各々により、それら置換液供給流路のそれぞれを通じて各血
液流路に導かれる置換液としての透析液が該一つの置換液浄化手段にてそれぞれ浄化せし
められるようにしたことを特徴とする血液透析濾過装置。
【請求項７】
　前記制御装置によって、前記入口流量と前記吐出量との差が０～２００ｍＬ／分まで低
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下するように、制御される請求項６に記載の血液透析濾過装置。
【請求項８】
　前記制御装置による、前記透析液供給流路への透析液の入口流量と前記血液流路への置
換液としての透析液の吐出量との差の制御を、患者の血圧及び／又は症状についての情報
に基づいて、自動的に行なう機構を備えた請求項６又は請求項７に記載の血液透析濾過装
置。
【請求項９】
　前記制御装置による、前記透析液供給流路への透析液の入口流量と前記血液流路への置
換液としての透析液の吐出量との差の制御を、蓄積された患者の過去の透析中における血
圧及び／又は症状に関する情報に基づいて、時系列的に且つ自動的に行なう機構を備えた
請求項６又は請求項７に記載の血液透析濾過装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、血液透析濾過装置に係り、特に血液の透析・濾過からなる浄化操作中における
患者の血圧低下（降下）に対して、浄化操作の停止を伴なうことなく、効果的に対処し得
る血液透析濾過装置に関するものである。
【０００２】
【背景技術】
従来から、腎不全の患者の治療や生命の維持等のために、患者の体内から取り出した血液
を浄化して、再び体内に戻すようにした血液浄化手法が種々検討されて、実用化されてき
ており、そこでは、一般に、函体内に中空繊維状のセルロース膜、キュプラアンモニウム
レーヨン膜、ポリアクリロニトリル膜等の半透膜を収容した浄化器としての透析器（ダイ
アライザー）が用いられ、例えば血液透析法（ＨＤ）の場合には、そのような透析器の半
透膜を介して血液と透析液を接触せしめ、拡散による物質の移動によって、患者の血液中
に蓄積した尿素、尿酸等を除去せしめており、また血液濾過法（ＨＦ）の場合には、かか
る半透膜に存在する膜孔を通じての濾過操作によって、血液中の不要或いは有害な物質を
通過、除去せしめるようにしており、更に血液透析濾過（ Hemodiafiltration :ＨＤＦ）
法の場合には、そのような血液透析と血液濾過を同時併用して、血液浄化を行なうように
しているのである。
【０００３】
また、そのような血液浄化操作のうちの、血液透析濾過法を行なうための装置としては、
例えば特公昭５６－３５４９６号公報等に明らかにされている如く、函体内に半透膜を収
容してなる血液浄化器を用い、かかる半透膜を介して血液を透析液に接触せしめるように
する一方、そのような血液浄化器に供給される透析液の供給量とそれから排出される透析
液量を調節することによって、かかる血液浄化器内において、血液透析と血液濾過とが同
時に行なわれ得るようにすると共に、透析液を血液浄化器に流すための透析液回路から、
血液を血液浄化器に流すための血液回路に、所定量の透析液が、置換液乃至は置換補充液
として供給せしめられるように為して、血液浄化器における血液濾過量を補償するように
した構造の装置が、明らかにされている。
【０００４】
ところで、かくの如き従来からの血液浄化手法にあっては、その血液浄化操作中において
、患者が血圧低下（降下）を来す場合があり、それによって、血液浄化操作の停止を余儀
なくされる問題があった。そして、そのような血圧低下の要因については、従来から種々
なる検討が行なわれているが、また血液浄化手法の如何によっても異なり、例えば、血液
濾過操作の場合には、血圧が安定しているのに対して、血液透析操作や血液透析濾過操作
の場合においては、血圧低下が惹起されることが知られている。
【０００５】
特に、近年においては、血液浄化操作を受ける患者の年齢が一段と高くなってきていると
ころから、その血液浄化操作中における血圧低下が惹起され易くなっているのであり、そ
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れ故に、そのような血圧低下が予測されたり或いは現実に発生したりした場合には、その
ような血液浄化操作を続行しつつ、早急に適切な処置を施し、血圧低下の阻止乃至は血圧
の安定化を図り、更には血圧の回復を図ることが望まれるのである。
【０００６】
【解決課題】
ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決課題
とするところは、血液の透析濾過中において、血圧低下が惹起されても、その更なる進行
を阻止して、少なくとも血圧の安定化を図り、以て血液浄化操作をそのまま続行せしめ得
るようにした血液透析濾過装置を提供することにある。
【０００７】
【解決手段】
そして、そのような課題を解決するために、本発明にあっては、函体内に半透膜を収容し
、該半透膜を介して血液を透析液に接触せしめて透析し、また濾過して、血液を浄化する
ようにした血液浄化器と、該血液浄化器に血液を流通せしめるための血液流路と、該血液
浄化器に透析液を供給する透析液の供給流路と、該血液浄化器から透析液を排出せしめる
透析液の排出流路と、それら透析液供給流路と血液流路とを接続する置換液供給流路と該
置換液供給流路上に設けられた置換液浄化手段と置換液送液手段とからなる、該透析液供
給流路から導かれる所定量の透析液を浄化せしめて置換液として該血液流路に給送する置
換液供給機構と、前記透析液の供給流路及び排出流路上に設けられ、透析液の該供給流路
における入口流量と該排出流路における出口流量とを同時に調節し、その差を体内よりの
除水量と等しくする透析液の流入及び流出量調節機構とを含む血液透析濾過装置において
、前記透析液の流入及び流出量調節機構における前記透析液供給流路への透析液の入口流
量と、前記置換液供給流路上に設けられた前記置換液送液手段における置換液としての透
析液の吐出量との差を調節する制御装置を設け、かかる制御装置によって、前記血液浄化
器における血液透析作用と血液濾過作用の比率を変化させ得るようにしたことを特徴とす
る血液透析濾過装置を、その要旨とするものである。
【０００８】
すなわち、このような本発明に従う血液透析濾過装置にあっては、透析液の流入及び流出
量調節機構による透析液供給流路の入口流量と置換液送液手段の吐出量との差を調節する
制御装置によって、血液の透析濾過中における血圧低下が予想される場合や現実に血圧低
下が惹起された場合等において、かかる透析液供給流路の入口流量と置換液送液手段にお
ける吐出量との差を小さくならしめ、以て血液浄化器における血液透析作用を低下させる
ことによって、血液浄化器における血液浄化が主として血液濾過作用にて行なわれ得るよ
うにすることにより、血圧低下の効果的な抑制、更には阻止を図り、また血圧の安定化を
図って、そのまま、血液浄化操作が続行せしめられ得るようになっているのであり、また
、それによって血圧が再上昇或いは安定した場合には、上記制御装置によって、透析液供
給流路の入口流量と置換液送液手段の吐出量との差を大ならしめ、以て血液浄化器におけ
る血液透析作用を再び増大させることが出来るようにもなっているのである。
【０００９】
また、本発明は、函体内に半透膜を収容し、該半透膜を介して血液を透析液に接触せしめ
て透析し、また濾過して、血液を浄化するようにした血液浄化器と、該血液浄化器に血液
を流通せしめるための血液流路と、該血液浄化器に透析液を供給する透析液の供給流路と
、該血液浄化器から透析液を排出せしめる透析液の排出流路と、それら透析液供給流路と
血液流路とを接続する置換液供給流路上に設けられた置換液送液手段と置換液浄化手段に
よって、該透析液供給流路から導かれる所定量の透析液を浄化せしめて、置換液として該
血液流路に給送する置換液供給機構と、前記透析液の供給流路及び排出流路上に設けられ
、透析液の該供給流路における入口流量と該排出流路における出口流量とを同時に調節し
、その差を体内よりの除水量と等しくする透析液の流入及び流出量調節機構とを含む血液
透析濾過装置において、前記透析液の流入及び流出量調節機構における前記透析液供給流
路への透析液の入口流量と、前記置換液供給流路上に設けられた前記置換液送液手段にお
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ける置換液としての透析液の吐出量との差を調節する制御装置を設け、かかる制御装置に
よって、該透析液の入口流量を前記置換液送液手段における吐出量に近付けるように変化
せしめることにより、前記血液浄化器における血液透析作用を低下させて、該血液浄化器
において主として血液濾過操作が進行せしめられ得るようにしたことを特徴とする血液透
析濾過装置をも、その要旨とするものである。
【００１０】
なお、上記せる如き本発明に従う血液透析濾過装置の好ましい態様の一つによれば、前記
制御装置によって、前記入口流量と前記吐出量との差が０～２００ｍＬ／分まで低下する
ように、制御され得るようになっており、これにより、血液浄化器内における血液浄化操
作を、血液濾過操作に近付け、以て有効な血圧低下の抑制乃至は阻止、更には血圧の安定
化を図り得るようになっている。
【００１１】
また、本発明における別の好ましい態様によれば、前記制御装置による、前記透析液供給
流路への透析液の入口流量と前記血液流路への置換液としての透析液の吐出量との差の制
御を、患者の血圧及び／又は症状についての情報に基づいて、自動的に行なう機構、若し
くはかかる制御を、蓄積された患者の過去の透析中における血圧及び／又は症状に関する
情報に基づいて、時系列的に且つ自動的に行なう機構を備えて構成されるのであり、これ
によって、患者の一人一人に応じた適切な血液浄化操作が有利に実現され得ることとなる
。
【００１２】
さらに、本発明の望ましい他の態様によれば、前記透析液の流入及び流出量調節機構は、
前記透析液供給流路における透析液の流量と前記透析液排出流路における透析液の流量と
を同一と為す流量同一化機構と、該透析液供給流路に透析液を送液せしめる透析液送液ポ
ンプ手段とを含んで構成されており、或いは前記透析液供給流路における透析液の流量と
前記透析液排出流路における透析液の流量とを同一化すると共に、少なくとも該透析液供
給流路に透析液を送液せしめる流量同一化・送液ポンプ機構を含んで構成されており、そ
れら透析液送液ポンプ手段や流量同一化・送液ポンプ機構が、本発明に従って制御装置に
て制御せしめられることによって、透析液供給流路に送液される透析液量が制御されるよ
うになっているのである。
【００１３】
更にまた、本発明にあっては、好ましくは、複数の患者の個別の血液透析濾過操作のため
に、前記血液浄化器の複数が配置されて、それら複数の血液浄化器に対して、前記血液流
路及び前記透析液供給流路、透析液排出流路がそれぞれ設けられてなると共に、それぞれ
の血液浄化器における血液流路と透析液供給流路とを接続する置換液供給流路が各血液浄
化器毎に設けられ、そしてそれら複数の置換液供給流路が一つの置換液浄化手段を経て、
それぞれの血液流路に接続されて、各血液流路に導かれる置換液としての透析液が該一つ
の置換液浄化手段にてそれぞれ浄化せしめられるようにした構成が、有利に採用される。
【００１４】
この構成では、複数の患者の血液透析濾過操作において、それぞれの置換液供給流路に設
けられる置換液浄化手段が一つで済むこととなり、全体としての血液浄化操作のコスト低
減が効果的に為され得るのである。
【００１５】
なお、かかる複数の患者の個別の血液透析濾過操作のための装置において、望ましくは、
前記複数の置換液供給流路の各々に、前記置換液浄化手段よりも上流側の流路における置
換液流量と下流側の流路における置換液流量とが同一となるように、前記血液流路に送液
せしめる流量同一化・送液ポンプ手段が、前記置換液送液手段としてそれぞれ設けられて
いる構成が、有利に採用されることとなる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の構成をより具体的に明らかにするために、本発明に係る血液透析濾過装
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置の代表的な具体例について、図面に基づいて詳細に説明することとする。
【００１７】
先ず、図１は、本発明に係る血液透析濾過装置の一例を示す系統図であって、そこにおい
て、２は、血液浄化器としての透析器（ダイアライザー）であって、従来と同様な構造を
有しており、円筒形状の函体内部に中空繊維状の半透膜が収容されている。そして、その
ような透析器２の軸方向の一端側には、患者の体内から血液を導くための血液供給流路４
が接続され、また他端側には、透析器２において、浄化（透析濾過）された血液を患者の
体内に戻すための血液返送流路６が接続されている。このように、ここでは、血液供給流
路４と血液返送流路６によって、血液流路が構成されている一方、血液供給流路４上には
、血液ポンプ８が設けられ、この血液ポンプ８の作動によって、血液流路や透析器２内に
血液が流通せしめられるようになっている。
【００１８】
また、透析器２には、透析液をその貯槽（図示せず）より透析器２内に導くための透析液
供給流路１０が接続されており、更に、かかる透析器２において半透膜を介して血液に接
触せしめられた透析液を排出し、また半透膜を通じて血液側から濾過された濾過物質（排
液）を排出するための透析液排出流路１２が設けられている。なお、ここでは、それら透
析液供給流路１０と透析液排出流路１２とによって、透析液流路が構成されている。
【００１９】
そして、かかる透析液供給流路１０と透析液排出流路１２の流路上には、ダブルプランジ
ャポンプ１４が設けられており、このダブルプランジャポンプ１４が駆動装置１６によっ
て、図中、矢印にて示される如く、往復駆動せしめられることにより、透析液供給流路１
０に供給せしめられる透析液の流量と透析液排出流路１２を通じて排出せしめられる透析
液流量とが同一となるように構成されている。即ち、ここでは、かかるダブルプランジャ
ポンプ１４と駆動装置１６とは、流量同一化・送液ポンプ機構を構成しており、ダブルプ
ランジャポンプの一方のプランジャポンプ部の吸引・吐出量と他方のプランジャポンプ部
の吸引・吐出量とが、同一となるように構成されているのである。なお、図示はされてい
ないが、ダブルプランジャポンプ１４の透析液供給流路１０上に配置されたプランジャポ
ンプ部の吸引側と吐出側には、それぞれ逆止弁が設けられており、かかるプランジャポン
プ部のポンプ作動によって、透析液が透析器２側に供給されるようになっており、またダ
ブルプランジャポンプ１４の透析液排出流路１２上に配置されたプランジャポンプ部の吸
引側と吐出側には、それぞれ逆止弁が設けられており、かかるプランジャポンプ部のポン
プ作動によって、透析器２から排出される透析液が系外に流出せしめられるようになって
いる。
【００２０】
また、かかるダブルプランジャポンプ１４と透析器２との間の透析液排出流路１２に対し
て、分岐流路１８が接続され、この分岐流路１８上に、除水ポンプ２０が設けられており
、この除水ポンプ２０の駆動によって、透析器２による血液透析濾過に際して、患者の体
内より所定量の除水が行なわれ得るようになっている。従って、ここでは、前記したダブ
ルプランジャポンプ１４と駆動装置１６と共に、かかる除水ポンプ２０によって、本発明
における透析液の流入及び流出量調節機構が構成されているのである。
【００２１】
さらに、置換液供給流路２２が、ダブルプランジャポンプ１４と透析器２との間の透析液
供給流路１０と血液返送流路６とを接続するように設けられており、この置換液供給流路
２２上に配置した置換液送液手段としての置換液ポンプ２４のポンプ作動によって、透析
液供給流路１０から、置換液フィルタ２６を通じて、透析液が置換液として血液返送流路
６に供給されて、体内に返送せしめられる血液に混入せしめられるようになっている。そ
して、これに伴って、透析器２における血液濾過量が置換液ポンプ２４による吐出量の分
だけ増大することとなる。なお、置換液フィルタ２６は、置換液として血液返送流路６に
供給せしめられる透析液を浄化するための置換液浄化手段として機能するものであって、
透析器２と同様に、フィルム状、チューブ状或いは中空繊維状の半透膜を収容した容器か
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ら構成され、そのような半透膜を透析液が通過せしめられることにより、その浄化が行な
われ得るようになっているのである。
【００２２】
そして、かかる置換液供給流路２２上に配置された置換液ポンプ２４の作動とダブルプラ
ンジャポンプ１４を駆動せしめる駆動装置１６の作動とが、制御装置３０にて制御されて
、そのような置換液ポンプ２４における置換液としての透析液の吐出量とダブルプランジ
ャポンプ１４における透析液供給流路１０への透析液の入口流量との差が調節され得るよ
うになっているのであり、また、そのような制御装置３０によって、除水ポンプ２０の吐
出量を考慮して、駆動装置１６の作動制御を行ない、ダブルプランジャポンプ１４の一方
のプランジャポンプ部からの透析液供給流路１０への透析液の供給量（入口流量）を低下
せしめることにより、かかる透析液の供給量を置換液ポンプ２４における吐出量に近付け
るように変化せしめて、透析器２への透析液供給量を低下せしめ、以て透析器２における
血液透析作用を低下させる一方、そのような透析器２における血液濾過作用はそのまま維
持し得るようになっているのである。
【００２３】
従って、かくの如き構造の血液透析濾過装置を用いた血液の透析・濾過を行なう定常の血
液浄化操作においては、従来と同様に、透析器２に対して、血液ポンプ８により、血液供
給流路４及び血液返送流路６からなる血液流路を通じて、所定量の血液が流通せしめられ
る一方、駆動装置１６にて駆動せしめられるダブルプランジャポンプ１４の一方のプラン
ジャポンプ部の吸引・吐出作動（ポンプ作動）によって、透析液供給流路１０に対して、
所定量（例えば４００～５００ｍＬ／分程度）の透析液が供給せしめられ、また、そのよ
うな透析液供給量と同量の透析液（濾過物質を含む）が、ダブルプランジャポンプ１４の
他方のプランジャポンプ部のポンプ作動にて、透析液排出流路１２を通じて系外に排出さ
れるようになっていると共に、透析液排出流路１２には、分岐流路１８上に設けた除水ポ
ンプ２０のポンプ作動により、目的とする体内よりの除水量に等しい量（例えば１０ｍＬ
／分程度）の透析液が、系外に排出せしめられるようになっているのである。
【００２４】
また、透析液供給流路１０と血液返送流路６とをつなぐ置換液供給流路２２を通じて、透
析液供給流路１０から導かれた透析液が、置換液ポンプ２４のポンプ作動にて、所定の割
合（例えば６０ｍＬ／分程度）において、血液返送流路６に供給されるようになっている
ところから、透析器２には、透析液供給流路１０を通じて、ダブルプランジャポンプ１４
からの透析液の供給量から置換液ポンプ２４の吐出量を減じた量の透析液が供給せしめら
れて、かかる透析器２内に収容せしめた半透膜を介して、血液に対する透析作用が行なわ
れると共に、透析液排出流路１２を通じて、ダブルプランジャポンプ１４による透析液の
排出量に除水ポンプ２０による除水量を加えた分の透析液（濾過物質を含む）が系外に排
出されることとなるところから、透析器２においては、供給透析液量よりも排出透析液量
の方が多くなるのであり、従って半透膜を通じての限外濾過作用によって、血液の濾過操
作が、前記した透析操作と並行して行なわれ、以て血液の浄化操作が進行せしめられるの
である。
【００２５】
そして、このような定常の血液透析・濾過からなる浄化操作を実施している間において、
何等かの原因により、患者の血圧低下（降下）が予測されたり、或いは現実に血圧低下が
生じたりすると、制御装置３０によって、駆動装置１６の作動が制御され、以てダブルプ
ランジャポンプ１４による透析液供給流路１０への透析液の吐出量と置換液ポンプ２４の
吐出量との差が小さくならしめられるのであり、これによって、透析器２への透析液供給
流路１０を通じての透析液の供給量が低減され、究極的には、透析液の供給量が０とされ
ることにより、透析器２においては、半透膜を介しての血液透析作用は低下せしめられる
一方、透析液排出流路１２を通じてのダブルプランジャポンプ１４による透析液の排出作
用は、その排出量が低下せしめられるとしても、０とはならないところから、少なくとも
置換液ポンプ２４の吐出量に見合う量において、血液の濾過作用はそのまま維持されて、
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透析器２内においては、血液濾過作用による血液の浄化操作が主として進行せしめられる
こととなるのである。
【００２６】
このように、透析器２内において、血液透析よりも血液濾過を主体とした血液浄化操作が
行なわれるようにすることにより、従来の血液濾過法（ＨＦ）における血液浄化操作の場
合と同様に、血圧の安定化が効果的に図られ得、また血圧の低下が阻止され、更には血圧
の回復も期待され得るところから、患者に対する血液浄化操作を停止させる必要がなく、
そのまま血液浄化操作を続行することが出来るのである。
【００２７】
なお、このような血液の透析濾過作用に基づく血液浄化操作から、血液濾過作用を主体と
する血液浄化操作への切換のために、制御装置３０によって、ダブルプランジャポンプ１
４の駆動装置１６及び／又は置換液ポンプ２４の作動制御が適宜に行なわれることとなる
が、有利には、ダブルプランジャポンプ１４による透析液供給流路１０への透析液の供給
量と置換液ポンプ２４の吐出量との差が、一般に、０～２００ｍＬ／分となるように、好
ましくは０～１００ｍＬ／分となるように、駆動装置１６及び／又は置換液ポンプ２４の
作動が制御されて、ダブルプランジャポンプ１４による透析液供給流路１０への透析液の
供給量と置換液ポンプ２４の吐出量との差が減少せしめられることとなる。このように、
ダブルプランジャポンプ１４からの透析液供給流路１０への透析液供給量と置換液ポンプ
２４の吐出量との差が低減せしめられることにより、透析器２内において、血液透析作用
が低下して、患者の血圧低下の阻止乃至は安定化、更には血圧回復に、効果的に寄与せし
め得るのである。
【００２８】
そして、更に、以上のような血液濾過作用を主とする血液浄化操作によって、血圧が回復
乃至は上昇した場合には、制御装置３０により駆動装置１６の作動を制御して、ダブルプ
ランジャポンプ１４からの透析液供給流路１０への透析液供給量と置換液ポンプ２４の吐
出量との差を増大させることで、透析器２内において、血液濾過作用に対する血液透析作
用の比率（割合）を高めることが出来るのである。
【００２９】
なお、上述せる如き患者の血圧に応じた血液操作を有利に実現し得る、前記制御装置３０
によるダブルプランジャポンプ１４の駆動装置１６の制御にあっては、一般に、医師や看
護婦等の手動操作によって、或いは血圧検出機構等の適当な検出手段（図示せず）からの
信号に基づいて実行されることとなるが、好適には、かかる検出手段にて検出される等し
て得られた、患者の血圧及び／又は症状についての情報に基づいて自動的に行なったり、
或いはそれまでに蓄積された、患者の過去の透析中における血圧及び／又は症状に関する
情報に基づいて、時系列的乃至は経時的に、且つ自動的に行なうようにすることが望まし
い。これによって、患者の一人一人にきめ細かく対応した血液浄化操作が実現可能となる
のである。
【００３０】
また、かかる図１に示される構造の血液透析濾過装置の他にも、本発明にあっては、図２
に示される如き、透析液の流入及び流出量調節機構を備えた構造の血液透析濾過装置を採
用することも、可能である。
【００３１】
すなわち、かかる図２に示される例においては、透析液供給流路１０上と透析液排出流路
１２上に、それぞれ、流入・流出変換器３２ａ、３２ｂが配置され、それら流入・流出変
換器３２ａ、３２ｂ内が、それぞれ、ダイアフラム３４ａ、３４ｂにて、左右二つのチャ
ンバに仕切られていると共に、それら流入・流出変換器３２ａ、３２ｂをそれぞれバイパ
スする供給用分岐流路３６及び排出用分岐流路３８が、三方弁４０ａ、４０ｂ；４０ｃ、
４０ｄを介して、透析液供給流路１０及び透析液排出流路１２に対して、それぞれ、設け
られているのである。そして、透析液供給流路１０と供給用分岐流路３６とが、流入・流
出変換器３２ａ、３２ｂのダイアフラム３４ａ、３４ｂにて仕切られた一方のチャンバ（
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図において、左チャンバ）にそれぞれ接続せしめられ、また透析液排出流路１２と排出用
分岐流路３８が、流入・流出変換器３２ａ、３２ｂのダイアフラム３４ａ、３４ｂにて仕
切られた他方のチャンバ（図において、右チャンバ）にそれぞれ接続せしめられている。
【００３２】
さらに、透析液供給流路１０上には、三方弁４０ａの上流側と三方弁４０ｂの下流側に位
置するように、送液ポンプ４２ａ、４２ｂが、それぞれ、設けられ、三方弁４０ａの切換
によって、送液ポンプ４２ａから送液された透析液が流入・流出変換器３２ａ、３２ｂの
一方のチャンバに、交互に流入せしめられるようになっている一方、三方弁４０ｂの切換
によって、そのような一方のチャンバ内の透析液が、送液ポンプ４２ｂの吸引・吐出作用
にて、透析器２側の透析液供給流路１０に供給せしめられるようになっている。なお、三
方弁４０ｃ、４０ｄの切換操作によって、流入・流出変換器３２ａ、３２ｂの他方のチャ
ンバには、透析器２からの排出されるべき透析液が交互に流入せしめられ、そこでは、一
方のチャンバに対する送液ポンプ４２ａ、４２ｂによる透析液の流入、吸引とは逆の流出
・流入が行なわれ、三方バルブ４０ｄを通じて、排出されるべき透析液が系外に流出せし
められ得るようになっている。
【００３３】
要するに、このような機構においては、三方バルブ４０ａの作動によって、透析液は、透
析液供給流路１０と供給用分岐流路３６の何れかに導かれて、それら流路上の何れかの流
入・流出変換器３２ａ又は３２ｂの一方のチャンバ内に導き入れられる一方、他方の流入
・流出変換器３２ｂ又は３２ａの一方のチャンバ内に収容された透析液が、三方弁４０ｂ
の作動によって、透析器２側の透析液供給流路１０内に導かれることとなるのであり、ま
た、透析液排出側においては、三方弁４０ｃ、４０ｄの切換作動によって、一方のチャン
バ内に透析液が導き入れられている流入・流出変換器３２ａ又は３２ｂの他方のチャンバ
から、排出されるべき透析液が、ダイアフラム３４ａ又は３４ｂによる押圧作動にて排出
せしめられる一方、透析液が一方のチャンバから透析器２側に導かれている流入・流出変
換器３２ｂ又は３２ａにおいては、ダイアフラム３４ｂ又は３４ａの移動による吸引作用
にて、かかる透析液が、流入・流出変換器３２ｂ又は３２ａの他方のチャンバ内に収容せ
しめられるようになっており、これによって、透析液供給流路１０における透析液の供給
量と透析液排出流路１２における透析液の排出流量とが、同一化されることとなるのであ
る。
【００３４】
そして、透析液供給流路１０上に設けられた二つの送液ポンプ４２ａ及び４２ｂの作動制
御が、制御装置３０にて行なわれ得るようになっているのであり、それ故に、血液浄化操
作を受けている患者において、その血圧低下が予測される場合や現実に血圧低下が生じた
場合等においては、制御装置３０にて、二つの送液ポンプ４２ａ、４２ｂがそれぞれ作動
制御せしめられて、置換液ポンプ２４の吐出量に対して、それら送液ポンプ４２ａ、４２
ｂの吐出量（送液量）が近付くように、それらの吐出量が低下せしめられ、以て透析器２
内における血液透析作用を低下させて、血液濾過を主とする血液浄化操作が実施されるよ
うにするのである。なお、置換液ポンプ２４の吐出量は、透析器２内の半透膜の劣化（目
詰まり）の進行の程度に応じて変化させるものであり、従って、二つの送液ポンプ４２ａ
と４２ｂの吐出量の制御は、そのような置換液ポンプ２４の吐出量の変化にも対応させて
行なうことが、望ましい。
【００３５】
従って、ここでは、二つの流入・流出変換器３２ａ、３２ｂと四つの三方弁４０ａ～４０
ｄと供給用分岐流路３６、排出用分岐流路３８とによって、透析液供給流路１０における
透析液の流量と透析液排出流路１２における透析液の流量とを同一と為す流量同一化機構
が構成されており、また二つの送液ポンプ４２ａと４２ｂにて、透析液供給流路１０に透
析液を送液せしめる透析液送液ポンプ手段が構成され、更に、それら流量同一化機構と透
析液送液ポンプ手段とを含み、それらと除水ポンプ２０にて、透析液の流入及び流出量調
節機構が構成されるようになっている。
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【００３６】
さらに、本発明にあっては、複数の患者の個別の血液透析濾過操作を同時に行ない得るよ
うに、図３に示される如き配置構成の装置（システム）とすることも、有利に採用される
こととなる。
【００３７】
因みに、図３においては、複数の透析器２に対して、それぞれの血液返送流路６と透析液
供給流路１０とを接続する複数の置換液供給流路（２２）が、一つの置換液フィルタ２６
に接続され、この一つの置換液フィルタ２６にて、浄化された透析液が、置換液として、
それぞれの血液返送流路６に供給されるようになっているのである。具体的には、それぞ
れの置換液供給流路（２２）は、上流側置換液供給流路２２ａと下流側置換液供給流路２
２ｂとから構成され、上流側置換液供給流路２２ａを通じて、透析液供給流路１０から導
かれた透析液が、一つの置換液フィルタ２６に導かれて、浄化された後、下流側置換液供
給流路２２ｂを通じて、血液返送流路６に置換液として供給されるようになっているので
あり、また、それら上流側置換液供給流路２２ａと下流側置換液供給流路２２ｂにまたが
って、それら二つの流路における透析液（置換液）流量が同一となるようにして、送液せ
しめる流量同一化・送液ポンプ４６が、置換液送液手段（２４）として、それぞれ、設け
られているのである。
【００３８】
なお、透析液供給流路１０と透析液排出流路１２の流路上には、透析液の供給量と排出量
を調節する、公知の透析液流入及び流出量調節機構４４が設けられており、かかる調節機
構４４によって、透析器２からの該調節機構４４を介しての透析液排出流量と該透析器２
への透析液の供給流量とが調節されて、その差が体内からの除水量となるように設定され
ている。このような透析液流入及び流出機構４４は、従来から透析濾過装置に付属する装
置として、よく知られているものであって、例えば、市販されているウルトラフィルトレ
ーション・コントローラー（東レ：ＵＦＣII）やＵＦＲコントローラーと称されるもの等
を用いることが出来る。
【００３９】
そして、このような透析液流入及び流出量調節機構４４の作動と置換液供給流路（２２ａ
、２２ｂ）上に設けた流量同一化・送液ポンプ４６の作動が、制御装置３０にて制御され
ることにより、透析液流入及び流出量調節機構４４による透析液供給流路１０への透析液
の供給量と前記流量同一化・送液ポンプ４６の吐出量との差が０に近付くように調節せし
められ得るようになっているのであり、これにより、それぞれの透析器２における血液透
析作用を低下させて、主として血液濾過による血液浄化操作が進行せしめられるようにす
ることによって、患者の血圧低下を阻止乃至は安定化せしめ、更には血圧回復をも為し得
るようになっているのである。
【００４０】
このように、それぞれの置換液供給流路（２２）を通じて導かれる透析液を、一つの置換
液フィルタ２６にて浄化せしめて、置換液として血液返送流路６内に供給し得るようにす
ることにより、置換液フィルタ２６の使用個数の著しい低減が図られ得ることとなるので
あり、以て、複数の患者に対する透析濾過操作において、その全体としてのコスト低減が
有利に図られ得ることとなるのである。
【００４１】
なお、かかる図３に示される例においては、二人の患者の個別の血液透析濾過操作におい
て、一つの置換液フィルタ２６を用いたシステムが明らかにされているが、三人或いはそ
れ以上の患者の個別の血液透析濾過操作を、一つの置換液フィルタ２６を用いて、実施す
るようにすることが出来ることは、言うまでもないところであり、そのような場合にあっ
ては、それぞれの置換液供給流路（２２）が、一つの置換液フィルタ２６に対して、それ
ぞれ、図３の例と同様に接続せしめられることとなる。
【００４２】
以上、本発明に係る血液透析濾過装置の代表的な具体例について詳細に説明してきたが、
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本発明が、そのような例示の具体例についての記載によって、何等の制約をも受けるもの
でないことは言うまでもないところである。また、本発明には、上記の具体例の他にも、
本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて種々なる変更、修正、
改良等を加え得るものであることが、理解されるべきである。
【００４３】
例えば、例示の具体例においては、何れも、透析液供給流路１０内を流通せしめられる透
析液を分流して、置換液として供給するための置換液供給流路２２が血液流路のうちの血
液返送流路６に対して接続せしめられた、所謂後希釈方式が採用されているが、そのよう
な置換液供給流路２２を、血液供給流路４に対して接続して、透析器２に供給される前の
血液に対して、置換液としての透析液を混入せしめるようにした、所謂前希釈方式を採用
することも可能であり、更には、それら前希釈方式と先の後希釈方式とを組み合わせた方
式を採用することも、可能である。
【００４４】
また、置換液供給流路２２上における置換液ポンプ２４と置換液フィルタ２６の配置関係
にあっても、例示の具体例では、置換液ポンプ２４の下流側に置換液フィルタ２６が配さ
れてなる構成が採用されているが、これとは逆に、置換液ポンプ２４の上流側に置換液フ
ィルタ２６を配するようにしても、何等差し支えなく、またそのような置換液フィルタ２
６として、半透膜を通過せしめることによる浄化方式を採用するものに限られることなく
、その他の適当な滅菌浄化手段を使用することが、可能である。
【００４５】
さらに、透析液の流入及び流出量調節機構として、或いはそれを構成する、上述せる如き
流量同一化機構や透析液送液ポンプ手段又は流量同一化・送液ポンプ機構としても、例示
のもののみに限定されるものでは決してなく、当業者の容易に利用乃至は想到し得る全て
の機構乃至は構造又は装置を採用することが可能であるが、その中でも、置換液ポンプ２
４や除水ポンプ２０としては、それぞれ、定量ポンプを用いる一方、透析液の流入及び流
出量調節機構におけるダブルプランジャポンプ１４や送液ポンプ４２ａ、４２ｂは、その
吸引・吐出量が可変となるように作動制御せしめられ得る構成とされていることが、制御
装置３０による作動制御の上において、推奨されるものであるが、また、置換液ポンプ２
４を可変吐出量ポンプとして、制御装置３０による作動制御によって、かかる置換液ポン
プ２４の吐出量を上昇せしめる一方、ダブルプランジャポンプ１４や送液ポンプ４２ａ、
４２ｂ等の透析液の流入及び流出量調節機構による透析液供給流路１０への透析液の供給
量を低下せしめるようにすることも可能である。
【００４６】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明に従う血液透析濾過装置にあっては、血液透析濾
過操作中の患者の血圧低下が予測され、或いは現実に血圧低下が生じた場合において、制
御装置によって、置換液送液手段に対する透析液流入及び流出量調節機構の作動制御を行
ない、透析液供給流路への透析液の入口流量と置換液送液手段における吐出量との差を小
さくならしめることにより、血液浄化器における血液透析作用を低下させて、かかる血液
浄化器においては、主として、血液濾過操作が進行せしめられ得るようになっているとこ
ろから、患者の血圧低下が効果的に阻止乃至は安定化され得て、血液の浄化操作を続行せ
しめることが出来るのであり、それ故に、従来の血圧低下にて血液浄化操作が低減或いは
停止された場合における各種の問題を悉く解消せしめ得ることとなったのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る血液透析濾過装置の一例を示す系統図である。
【図２】本発明に係る血液透析濾過装置の他の一例を示す系統図である。
【図３】複数の患者に対して適用される、本発明に係る血液透析濾過装置の一例を示す系
統図である。
【符号の説明】
２　　透析器　　　　　　　　　　　４　　血液供給流路
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６　　血液返送流路　　　　　　　　８　　血液ポンプ
１０　　透析液供給流路　　　　　　１２　　透析液排出流路
１４　　ダブルプランジャポンプ　　１６　　駆動装置
１８　　分岐流路　　　　　　　　　２０　　除水ポンプ
２２　　置換液供給流路　　　　　　２４　　置換液ポンプ
２６　　置換液フィルタ　　　　　　３０　　制御装置
３２ａ、ｂ　　流入・流出変換器　　３４ａ、ｂ　　ダイアフラム
３６　　供給用分岐流路　　　　　　３８　　排出用分岐流路
４０ａ～ｄ　　三方弁　　　　　　　４２ａ、ｂ　　送液ポンプ
４４　　透析液流入及び流出量調節機構
４６　　流量同一化・送液ポンプ

【図１】 【図２】
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